
 

 

 

 

ⅰ 事業概要                                        

【 ねらい 】 

富栄養化の状態にあるダム湖への生活排水（窒素・リン）の流入や相模川水系・酒匂川水系への未処理の生活排水の流

入を抑制することにより、県内水源保全地域の生活排水対策を総合的に推進し、水源環境の負荷軽減を図る。  

 

【 目標 】 

県内ダム集水域における公共下水道及び高度処理型合併処理浄化槽の整備と併せて、相模川水系・酒匂川水系取水堰の

県内集水域（ダム集水域を除く。）における合併処理浄化槽の転換促進を図り、県内水源保全地域の生活排水処理率の向

上を目指す。  

 

【 事業内容 】 

 ① 公共下水道の整備促進  

   県内ダム集水域の下水道計画区域において公共下水道の整備を強化するため、市町村の追加的な費用負担に対

する支援を行う。  

 ② 一般家庭等の高度処理型合併処理浄化槽の整備促進 

   県内ダム集水域の下水道計画区域外及び下水道計画区域であっても市町村が浄化槽による弾力的な対

応を図ると定めた区域（将来的に下水道計画区域外に移行する区域）において、住宅等(10人槽まで)の

高度処理型合併処理浄化槽の整備促進に取り組む市町村に対し、次の支援を行う。 

  【支援内容】 

   ・ 市町村設置型 

     高度処理型合併処理浄化槽を設置するため必要となる経費のうち国庫補助金を除く公費負担 相

当額、付帯工事費相当額及び高度処理のために必要となる経費相当額を支援する。 

   ・ 個人設置型 

     高度処理型合併処理浄化槽の整備助成に対し、公費負担相当額の1/2、個人負担相当額の1/2、付

帯工事費相当額の1/2及び高度処理のために必要となる経費相当額を支援する。 

 ③ 事業所等の高度処理型合併処理浄化槽の整備促進 

   県内ダム集水域の下水道計画区域外及び下水道計画区域であっても市町村が浄化槽による弾力的な対

応を図ると定めた区域（将来的に下水道計画区域外に移行する区域）において、事業所等(10人槽超)の

高度処理型合併処理浄化槽の整備促進に取り組む市町村に対し、浄化槽の規模に応じた支援を行う。 

 ④ 一般家庭の合併処理浄化槽への転換促進 

   相模川水系・酒匂川水系取水堰の県内集水域（ダム集水域を除く）の下水道計画区域外及び下水道計

画区域であっても市町村が浄化槽による弾力的な対応を図ると定めた区域（将来的に下水道計画区域外

に移行する区域）における単独処理浄化槽あるいはくみ取便槽の住宅について、合併処理浄化槽（10人

槽まで）への転換促進に取り組む市町村に対し、次の支援を行う。 

  【支援内容】 

   ・ 市町村設置型 

     合併処理浄化槽を設置するため必要となる経費のうち国庫補助金を除く公費負担相当額及び  

付帯工事費相当額を支援する。 

   ・ 個人設置型 

     合併処理浄化槽の整備助成に対し、公費負担相当額の1/2、個人負担相当額の1/2、及び付帯工事

費相当額の1/2を支援する。 

 

【 計画数量（第３期５年間） 】 

県内水源保全地域の生活排水処理率  96.0％ 
うちダム集水域の生活排水処理率   80.8％ 

８ 生活排水処理施設の整備促進 
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【 事業費 】 

第３期計画の５年間計   61億6,900万円（単年度平均額 12億3,400万円） 

（うち特別会計分      34億8,300万円（単年度平均額  6億9,700万円） 

 

  


